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〇嘉喜山副議長 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから議員全員協

議会を開催いたします。 

   まず初めに、議長が御挨拶を申し上げます。 

○吉田議長 おはようございます。 

今日は中野議員から欠席届が出ておりますので報告いたします。 

本日は前回の全員協議会で開催することを決定しました、南宇和高校学生寮の建設について

の議会からの説明を、開催方法について協議をしていきたいと思っております。 

それから、もう一つハラスメントのほうの議案についてもここで共有をしていきたいという

ふうに考えておりますので、スムーズな進行によろしく御協力のほうお願いしたいと思います。 

簡単ではございますが、開会の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

〇嘉喜山副議長 ここからは議長に進行をお願いいたします。 

〇吉田議長 それでは、議会協議、南宇和高校学生寮建設に関する説明について、事務局の説明を

求めます。 

〇土居事務局長 失礼いたします。先ほど議長の挨拶でもありましたように、前回の議員全員協議

会で皆様に御決定いただきました、南宇和高校の学生寮の建設について、議会からの説明会を

開催するということで御決定いただきました。 

本日、その内容等について皆様に御協議いただくんですが、何もなしではなかなか御協議も

難しいと思いましたので、サイドブックスのほうに事務局で、あくまで案でございます、決定

していただくのは皆様のほうで決定していただくんですけど、説明をする、説明会の次第の案

をつくっております。あくまで事務局で考えた案ですので、内容については皆様で御協議いた

だいたらと思っております。 

南宇和高校の学生寮の建設につきましては、昨年の１１月１１日の第１７回議員全員協議会

で学校教育課のほうから御説明、その後、１２月４日、こちらも議会からの呼びかけによりま

して、学校教育課のほうから御説明を受けております。 

現在、学校教育課から、執行部のほうから御説明を受けているのがこちら、２回の説明資料

でしたので、そちらの説明資料のほうをサイドブックスのほうに、２回分の分を統合した形で

今、資料の案を作成しております。 

１１月１１日、初回に説明がありました説明資料には、これのほかに、ムービングハウスの

写真であるとか、画像の説明資料もあったと思うんですが、そちらについては当日、会場内に

設置したモニター等に映し出すような形を今、事務局では考えております。 

後ほど皆様に御協議いただきたいのは、今、仮称でタイトルをつけているんですが、そちら

の説明会というか、開催の会の名称から内容、どういった方向で進めていただくかを御協議い

ただいたらと思います。あくまで現在、執行部が、学校教育課側から説明があった事項につい

て町民の皆様に現況の情報の共有をする場というふうに考えておりますので、御協議いただい

たらと思います。よろしくお願いいたします。 

〇吉田議長 執行部から説明がありました。で、一応、案を執行部のほうでつくっていただいてい

ますので、まず表題から、で、ごめんごめん事務局のほうからね、すいません事務局のほうか

ら一応案をつくってもらっております。一応、議会運営委員会のほうでは、日時については皆

さんのほうから、そちらのほうで決定してくれということで、一応いろいろ調べましたら空い

ているのが２月１５日、日曜日、午後２時から愛南町役場３階大会議室が空いているので、こ

れが一番適当ではないかということで、予定で皆さんのほうのロゴチャットにも入れておりま

す。 

表題については、これあくまでも案なんですけども、南宇和高校学生寮建設について議会と

語る会、次第と書いていますけども、これでいいのかどうかちょっと確認を、最初の議題のほ

うからお願いしたいと思います。 
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何か御意見ございますか。 

尾崎議員。 

〇尾崎議員 次第のほう確認させていただいたんですけれども、まず今回の説明会につきましては、

住民の方から提出された要望書を受けて、議会の説明責任を果たすことを目的として開催する

ものであると捉えておるんですけれども、要望書の内容を踏まえてみますと、議員個々の考え

を表明して、それに対して質疑応答を進める進め方は、この説明会の趣旨とはちょっと異なる

のではないかと思います。ですからちょっとこの次第の在り方がちょっと違うんかなと感じて

おるんですけれども、この説明会は、まず計画を決める場でも、賛成反対を表明する場でもな

くて、町民の皆さんに正確な情報を説明して、意見を伺う場であると私は認識しております。

そのため議員個々の考えを前面に出すのではなくて、町が示している計画の全体像とか、財政

負担、想定されるメリットと課題について、評価を交えずに事実ベースで整理をして、その上

で町民の意見を伺う構成であるべきではないかと私は考えております。 

具体的には、まず会の冒頭では、この会は計画を決める場ではないこと、それと賛成反対を

迫る場でもないこと、町民の皆さんに正確な情報を説明して、意見を伺う場であることを、こ

の部分をまず会の冒頭に説明をして、併せて住民の要望を受け、議会の説明責任として開催し

たことを明言した上で、その上で内容に入ると。その内容を、計画の経緯とか内容、財政面を

説明した上で、最後に十分な意見交換の時間を設ける形ではどうかと思いますので、次第の４

番と５番の部分については、これはちょっと必要ないのかと私は考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 尾崎議員、題についてはどうですかね。 

〇尾崎議員 題は、南宇和高校学生寮の建設に関する説明会、これで結構かと私は思います。説明

会というところを強調して、意見交換会でもありますけど、内容に関する説明会というところ

は重要でありますので、説明会これで結構かと思います。 

〇吉田議長 というか今、南宇和高校学生寮建設について議会と語る会、になっていますので。 

〇尾崎議員 あれ、ここの紙は違う。確かにタブレットでもろうたやつは、タブレットでもろうた

のは、南宇和高校学生寮建設について議会と語る会となったので、私はこれは違うなと思って

おりました。私は議会、愛南町議会による住民への学生寮建設に関する説明会が妥当であろう

と、ここの紙のほうが妥当であろうと私は思います。 

〇吉田議長 ほかに何か意見ありますか。 

鷹野議員。 

〇鷹野議員 私もまあ一部、尾崎議員と同じ考え方なんですけれど、この題名に関しては、説明会

というよりも、もう議会からの、理事者側から受けた資料に基づいての議会からの報告会、そ

れでいいと思います。 

〇吉田議長 ほかに何かありませんか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 前回の全協で２時間近く話し合いました。その中で、この学生寮の建設についてこの

町民に説明するのはやっぱり、執行部のことがすべきで、自分たちが正確に詳しく話すことが

できないんじゃないかという危惧があって、するかしないっていう議論でそれだけ長くなった

んですけど、結論的には説明会をしましょうということになりました。 

その結論に至る経緯の中で、やはりその説明責任、議会としての説明責任はありますけれど

も、行政と同じレベルの情報を、このときに、町民に渡すこと自体が重要なのではなくて、私

たちが現在持っている情報を伝えることと、それよりもさらに重要なのは、町民の意見を議会

が酌み取って、政策に生かすチャンスを持つっていうことだったと思いますので、説明会、ま

ず表題についてですけど、説明会だとすると、やはりその意見を聞くっていう、ここでね、全

員でやりましょうって言ったときのその、意見を聞きましょうっていうそこの大事な部分が見
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えなくなってしまうので、私はその語る会っていうのでいいのではないかと思います。 

内容説明が大切なんですけれども、すいません、冒頭に議会事務局で説明していた資料の中

で、議会にもらっている資料で、今回の説明会で出す資料に入っていないものがありまして、

それが、写真はね、著作権もあるのでモニターでいいと思うんですけれども、コスト、収入、

収支について、２月、１１月１１日に出してくださいということで、１１月１７日頃に出され

た資料がありますよね。あれも、はい、ぜひ入れてください。その一部、令和９年について修

正したものが１２月４日に出していただいているんですけど、学校教育課のほうから、ただそ

れは令和９年についてであって、一応私たちが頂いた資料というのはこれで全てですというも

のをお出しするのが、私たちの話合いの経緯を説明する上でも重要となってきますので、ぜひ

その資料も入れていただきたいと思います。 

議員の考えを入れるかどうかなんですけど、別にこの語る会の次第自体から抜くということ

は私もいいと思います。反対はしません。大事なのはやはりその意見を聞く、そして意見交換

をするっていうことなので、その意見交換の中で議員それぞれの考えを述べることを禁止する

っていうことは、恐らく私たちの自由闊達な、合議体であることからしても、禁止することは

できないので、そこの意見交換の中で述べていただければいいことで、それぞれ一人ずつ述べ

る機会を読んで、設定していただいているんですけど、それはなくてもいいかなと私も思いま

す。尾崎議員に賛成です。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに何かございますか。 

石川議員。 

〇石川議員 表題に関しては、語る会でも説明会でもいいんですが、３番の、議会が把握している

寮建設に関する内容説明ですけれども、１１月の１１日、そして１７日ですか、資料が出てき

て、１２月に一回、それと先日秘密会が行われました。その辺りの経過、事実、正確な事実を

時系列で、きちっと説明できるように私はすべきだと思います。 

我々が持っているのは、執行部から頂いた、頂いたというか受けた事実を全て町民の皆さん

に開示していく、その中で議論していくことが我々大事だというふうに思っています。 

愛南町議会の個人個人の考えについては、まず表題に書かなくても多分出てくると思います、

質疑の中で。当然出てきた内容については、我々議員としては答える義務があるというふうに

考えていますので、入れるか入れないかは皆さんで協議していただいたらというふうに思いま

す。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに意見はありますか。 

原田議員。 

〇原田議員 まず表題なんですが、皆さん今まで意見が出とるように、これまで議会として得た情

報を、住民の方々に報告をする、そういう会だと思っておりますので、語る会よりも、さっき

鷹野議員も言ったように、議会からの報告会で私はいいのではないかなというふうに思ってお

ります。 

そして、あとの次第ですよね、これも４、５は、もうこれちょっとのけていただいて、ただ

の質疑応答で私はいいんじゃないかと思いますけど。 

以上です。 

〇吉田議長 ほかに意見ありますか。 

岡議員。 

〇岡議員 私も原田議員が言われるように、この４番、５番は、省いていただいたほうがいいんで

はないかというふうに思います。 

個人的な考えはまだ述べる必要もないかなというふうに思いますので、今持っている情報を
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伝えるということだけでいいと思います。 

〇吉田議長 表題はどうですかね。表題は。 

〇岡議員 表題は報告会でもよろしいかなと思います。 

〇吉田議長 ほかに。 

池田議員。 

〇池田議員 議題について、題については報告会が適当だと思います。 

それと、同じように４、５は、質疑応答、意見交換でいいと思います。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 すいません。はい、ありがとうございます。 

今、報告会というタイトルがいいという意見が幾つも出てきたんですけども、これって前回

の全協で話し合った内容とずれてしまいませんか。私たちが持っている情報を、ね、執行部か

ら頂いた情報を町民に伝える、でもそこは自信がない。むしろ大事なのは、町民の意見をしっ

かりと受け止めるっていうところで合意したと思っていますので、やはりそこの部分が読み取

れないタイトルにしてもらうと、ちょっと議会だよりの広報広聴のね、この前の佐久間先生で、

私たち全員、議員全員勉強しましたけれども、やっぱり町民が興味を持って、来たいと思うよ

うなやっぱりタイトルにしたほうがよくって、報告会っていうと一方的にね、議会のほうから

お伝えしますよっていうことに、ね、通常はそういう日本語は意味なので、いやいや皆さんの

意見を聞きますよっていう意味も、やはりこの前の全協の流れからすると入れたほうがいいで

すし、なおかつ町民も興味を持って、私たちもね、意見ある、聞いてもらいたいなと思って来

てくれると思いますので、ぜひそこはキャッチーなタイトルにできたらと思います。 

〇吉田議長 ほかに意見ありますか。 

   鷹野議員。 

〇鷹野議員 報告会っていうて僕が最初に言うたのは、説明会にすると、住民からこう質疑あるじ

ゃないですか。 

（「語る会」と言う者あり） 

〇鷹野議員 ああ、語る会。語る会。すると、住民から質疑があったときに、それを説明できるの

か。ここにないような、理事者側が、出てきたこと以外のことに対して質疑が出たときに、説

明はできないよということがあったので、一応、我々が頂いたその資料とか、それを報告する

しかできないなと。内容まで説明することはできないなというふうに受け取ったから私は報告

会でいいんじゃないかと。 

だから、その質疑応答っていう項目をもし立てるのであれば、そこで何かしらの、住民から

どういうふうな思いでこの建設に対して思っているのかなっていう我々はもちろん聞く耳も

あるし、それに対してまた執行部側に言う責任もあるしっていうことで、私はそのように言っ

たつもりです。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 分かりました。じゃあ鷹野議員も、私と同じように、町民が思っていることをね、聞

くっていうね、ことはもちろん考えていらっしゃるということで、安心しました。 

それをじゃあ、説明会とか報告会っていうこの、私たちからの一方通行の情報提供ですよっ

ていうようなものではなくて、町民が思っていることを聞くっていう部分がこう、ちょっと表

題に表れるような表現に変えられたらなと思うんですけど、そこは何かこう、御提案とかない

ですかね。 

〇吉田議長 鷹野議員。 

〇鷹野議員 提案というか、ですから、その式次第の中に、質疑応答ということで示していれば、

町民から意見を頂いてっていうことで済むことで、説明会っていうことになったら、住民から
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出てきた質問に対して全て答えなきゃいけないと。逆にその議員に対するその責任っていうか、

そこまでは私たちは説明できないよっていうことになっちゃうので、だから、頂いた資料に基

づいて報告するということで、住民からの意見はもちろん受けますよ、うん。当然そういうこ

とで、言葉のあやかもしれませんけど、私はそれでいいと思います。 

〇吉田議長 尾崎議員。 

〇尾崎議員 要望書を、内容をよく見ました。その中では、報告とか、意見交換とかいう文言は一

言も入っていないです。 

町に対しても、議会に対しても、説明会を開催してほしいと、説明会という要望であります

ので、住民の方のそこをしっかり捉えた形でいかないと、我々が先走りして、意見交換とか報

告会というのはいかがなものかと私は思います。 

議会として町民にしっかり応える意味でも、説明会を要望しているわけですから、説明会と

いう形でしっかりとお返しをするというのが本筋ではないかなと私は考えております。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 さっきとちょっと繰り返しなんですけど、やはり町民の意見を聞くっていうことが、

私たち議会の、うん、一番ですよね。鷹野議員も深くうなずいていただいて、ありがとう。そ

れを政策に生かすというところが大事で、その目的で今回もするんだと思いますので、そこは

やっぱりしっかりとやらないといけない。要望書の中で説明会を開いてくださいっていう言葉

にはなっているんですけれども、当然のこととして、議会の役割としてそこは当然として、そ

こが一番大事なので、そこをあえて省いているというふうには読めませんし、むしろ住民の方

たちはそれを一番望んでいると思います。 

以上です。 

〇吉田議長 尾崎議員。 

〇尾崎議員 そのとおりだと思います。町民の方に、我々が知りうる限りの正確な情報を提供して、

そのことに関してを主体に意見交換をすると。こういった捉え方でいいのかなと私は思います。 

〇吉田議長 ほかに。よろしいですか。 

ではもう、一応今、今のところ報告会と語る会ということで、あと説明会っていうのは一人

います。言葉のあやになるので、ここは、どうしましょうかね。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 ただ、報告会という意見が多いので、民主主義ですから。語る会か、報告会か。 

   石川議員。 

〇石川議員 報告会じゃないといけんという意見の中に、踏み込んだ事実を知っとるわけでもない

ので説明できないという御意見ですが、我々が知り得た事実の中で答えることは可能ですし、

それ以上の踏み込んだ背景とか、思いとか、そういうところまでは当然、議員のほうには説明

いただいていないので、できないと思いますけども、できる範囲で私は説明会を開けば、それ

でよろしいかと思います。 

〇吉田議長 ほかに意見は。 

表題だけじゃあ決めますか。 

尾崎議員。 

〇尾崎議員 議会で知り得る限りのことを、誠意を持って説明をします。質疑、また意見交換の中

で、十分に答えられない部分は、その場ではちょっと宿題として受けて、しっかりと執行部と

対峙して回答を得て、改めてその町民の方に報告するという形でいけばいいのではないかと思

います。 

〇吉田議長 取りあえず表題。 

   田中議員。 

〇田中議員 いろいろそのタイトルで、それって、受け取り側の感覚が変わるのであれば、もうま
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んま全部説明すればいいと思って、タイトル僕ちょっと今考えたんですけど、南宇和高校学生

寮を愛南町が建設を予定していることを提案されたので町民に説明して意見を聞く会ってい

うふうにしたらどうでしょうか。 

（発言する者あり） 

〇田中議員 ２０字以内。でも、でも、でも、でも、ちょっと待って、ちょっと聞いて僕の意見な

ので、すみません、要はそういうことですよねっていうことですよね。今、皆さんが話し合っ

ていることとかっていうのをまとめると、そういうことですよねっていう。そこで何かそのタ

イトルで意見、参加する人とかの、それはちょっと違うとかっていうふうに思われるのであれ

ば、なるべく、まあ別でもいいんでいいと思うんですけど、そういうことが分かるような補足

の説明っていうのは絶対必要ですねっていうことが言いたいです。別にこれじゃなくてもいい

です。別にもっといいんですけど、まとめると要は、違う考えに思われるとっていうところが

今、問題なの、それで話していると思うんですけど。 

以上です。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 いい提案だと思います。タイトルは、ね、さておき、そこも仲立というか、説明部分

で、短いタイトルには表れない、その内容を町民に分かるように表現するということですよね。

はい、賛成です。 

〇吉田議長 また振出しに戻りますが、もうタイトルだけなのでこれはもうちょっと決めていただ

いてよろしいですか。 

（「決採ってください」の声あり） 

〇吉田議長 もう決採ってよろしいですかね。 

取りあえず今、出ているのが、すいません。そのまま、語る会、それから報告会、という２

つが主なんですが…… 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 説明会は一人ですかね、いらっしゃいます。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 ２人おった、はい、はい、２人いるそうです。 

どうしましょう、じゃあ語る会がいいと思う人。 

（挙手） 

〇吉田議長 １人。省略していますけどね、最後の語る会。 

それから報告会。 

（挙手） 

〇吉田議長 １、２、３、４、５、６人、はい。  

それから、説明会。 

（挙手） 

〇吉田議長 １、２、３、４人か。 

そしたら、１１、１２か。 

そうしますとじゃあ６が一番多いので、じゃあ報告会ということで決定をいたします。  

内容につきましては、皆さんの意見で４番、５番は質疑の中でいろんな意見が出てくるだろ

うということで、住民の意見を酌み取るということで４番、５番を外させていただいて、今ま

で、一番、直近なのが、直近といいますか皆さんが資料で残しているのが、南宇和高校寮建設

についてという資料がついていると思います。主に１１月１１日の学校教育課からの資料です

ね、これを来ていただいた方、住民の方にお配りをすると。 

あと、補足の資料も一個添付をしてということで、内容についてはこれでよろしいでしょう

か。 
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（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 これは資料でお出ししたほうがいいんですかね。パワーポイントは、図面とかその辺

ですよね。著作権の問題で、はい。 

土居局長。 

〇土居事務局長 事務局で今お考えしているのは、先ほど金繁議員から御指摘がありました追加資

料、確かに私のほうがちょっと失念しておりましたので、それを追加して、やっぱり参加いた

だく町民の方は紙で配布しようと思っています。 

あと、先ほど言いましたムービングハウスの写真とかあったと思うんですけど、あれは結構

枚数もかさばりますので、そちらについては会場内に設置を予定しておりますモニター等で映

し出して、共有できたらというふうに考えております。 

以上です。 

〇吉田議長 今、局長からありました。１１月１１日の資料と併せて添付されていると思います。

皆さん読んでいただいていると思いますが、学生寮の建設の目的から含めて、ずっと項目を立

ててもらっている資料であります。これを来た住民の方にお渡しすると。紙ベースでね、お渡

しするという形で、資料の説明資料はよろしいでしょうか。 

石川議員。 

〇石川議員 先ほど経過で、時系列で、きちっと説明していただいたほうが分かりやすいと思いま

すが、時系列に資料はなるんでしょうか。 

〇吉田議長 分かりました。時系列でじゃあ、簡単な時系列、こういう流れでしたよっていうのは

報告して１枚の紙で別途つけたほうがよろしいですか。皆さんの意見を。 

（「できたら」と言う者あり） 

〇吉田議長 はい。今日、傍聴の方いらっしゃいますが、この前執行部からあった件に、最後の件

については、オフレコの段階でということだったんですけど、これについてはもうそれも記載

しといたほうがいいですか。 

（「それは記載したほうがいい」と言う者あり） 

〇吉田議長 尾崎議員。 

〇尾崎議員 その説明の中で３つに集約したらいいと思います。 

計画の経緯と、ムービングハウスの内容と、そして財政面。この３つの柱で説明すれば分か

るんやないかなと思います。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 今、議長が振ってくださったのは、この前の、非公開で行った会議をどうするかです

よね、その時系列の中に。中身については、秘密にしてくださいと町長から言われたので、そ

れを秘密にするかどうか。一応その議員には守秘義務がないので、出すことは何ら法律には違

反しないんですけども、それをどうするか否かっていうことですよね。 

最低限、中身についてどうするかはここで話し合って決めるべきだと思うんですけど、そう

いう会議があったっていうことは、少なくとも事実として出すべきだと思います。会議があっ

たこと自体まで秘密にしてほしいとは町長もおっしゃっていないと思うので。 

〇吉田議長 ただ少しね、機微な問題なんで、ちょっとそこは執行部とちょっと相談させていただ

いて、なるべく時系列でお出しするようにいたします。 

石川議員。 

〇石川議員 それ、執行部と相談するということ言われましたけど、それ議会の中で決めたらいい

んじゃないですか。 

〇吉田議長 いや、だから機微な…… 

〇石川議員 だって議会は独立した機関ですから。議会が開く説明会に、一々執行部に対して、ど

うでしょうか言うて議長がお伺いするっちゅうのはそれはおかしな話で、ここの今の全協で全
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て決めるべきですよ。 

〇吉田議長 石川議員、すいません、言葉が足りんのかもしれんけど、その内容を出すことは出す

んだけど、機微な情報が入っているでしょ。それを、ね、機微な情報が広がっていくと、我々

責任取れないところがあるので、表題の題目ですよ。説明会をしましたっていうのか、ほかの

情報があってという、そこを相談しますよってことですよ。表記の仕方、ということです。こ

れは議会としてもだって風評とかその辺で我々が責任取れないでしょう。 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 機微の問題といっても、内容については、私は説明しても問題ないと。ただ、個人、

企業名とか個人名とか、出すことについてはそれは問題があるでしょうけども、こういう提案

があったということについては、何ら機微な問題でも何もないと思います。 

〇吉田議長 それは重々そういう承知で、表記の理由、表記の仕方ですよね。そこはちょっと相談

する、そこは別に構わないでしょ。我々もだって、風評をだって我々が責任取れないでしょう。

これ今回この表記をしたことによって、それが風評が広がったと。じゃあ営業妨害にもなって

くるでしょうし、いろんな面で、そこはやっぱりちょっと機微な情報なので、そこはちょっと、

表題についてやっぱり考えないかんでしょう。議会だけで決めて、ほんならそれでオーケーで

すよっていうわけにはいかないでしょ。表題ですよ、名前のタイトルですよ。こういう説明が

ありました、説明会がありましたと、その他の…… 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 ちょっとほんならそこは、ちょっと事務局のほうにちょっと任せます。表記はね。ま

あそこまでの時系列は住民の方にお出しするということでよろしいでしょうか。いいですか。

はい。 

あとは。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 そうか日にちか。日にちはすいません、予定で、皆さんのスケジュールもタイトなス

ケジュールになっていると思いますので、予定で一応２月の１５日、午後２時から、愛南町役

場３階大会議室ということで、場所は空いているそうなんですけども、この日時、日程でよろ

しいでしょうか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 よろしいですか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 ２時から何時までにするかなんですけれども、その辺は、どうですか。片づけまで入

れて何時までにするのか、その会議自体は、もし会議自体で２時までするんだったら、後片づ

け入れて２時半とかになって、４時半とかになってくる…… 

〇吉田議長 ２時からですよ。 

〇金繁議員 ２時からなんですけど、後ろの時間、ちょっとすいません、私、後ろに予定が入って

いまして。もし、はい、その辺…… 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 まあそうですね。そうですけど。 

   金繁議員。 

〇金繁議員 一応その会議の時間を決めておきたいと。２時から３時半までなのか、４時までなの

か、その段取りをここで合意する必要があると思うんですけど、大体の。で、集合が１時半と

か、１時なのか。受付が１時半なのか、ということを言っています。 

〇吉田議長 準備は３０分ですから、受付は３０分前ぐらいが受付妥当だと思いますので、１時半

受付、２時から報告会と。 

時間については、一応、１１月１１日の説明でいきますと、これ多分、議長が報告する形で
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しょうから、資料を見ながら説明をしていきますので、もうここは２０分、３０分あれば多分

説明はできる、報告はできると思います。やけん２時半、で、そっから質疑応答がどれだけあ

るか、住民の方がどういう意見があるか。いろんな方が来るでしょうから、いろんな方の意見

を聞いて、そこが区切って３０分、１時間ぐらいですかね、予定としては。３時。長引くこと

もあるかもしれません。そこは御了承いただければ。 

それからあと、議会だよりのそこから意見を言ってもらうということでも構わないのかなと

思いますけども、もっとね、ある方は。一応そのスケジュールでじゃあいいですか。片づけが

まあ３０分ぐらい。 

はい。 

〇金繁議員 事務局のほうも考えてくださっていると思うんですけど、一応その町民の方、来られ

る町民の方にとっても、終わりが何時なのかっていうのは、一応出しといたほうがいいと思い

ますので。 

〇吉田議長 では２時から３時にしますか。１時間。 

（発言する者あり） 

〇金繁議員 うん、説明を入れたら恐らく…… 

〇吉田議長 難しいね。 

〇金繁議員 議長いいですか。 

〇吉田議長 金繁さんが言うのが全然矛盾しとるんやけど。 

〇金繁議員 いえいえ、そうじゃなくて。 

（発言する者あり） 

〇金繁議員 いやいや、そういうことを言っているのではなくて。 

〇吉田議長 もう一回すいません。 

〇金繁議員 終わりの時間を町民にも分かるようにしといたほうがいいというので、を言っていま

す、一つは。 

もう一つは、以前、事務局のほうで一応大まかに考えてくださっている流れがあって、１時

間半ぐらいですかねという話はありましたので、大体のタイムスケジュールをここで共有しと

いたほうがいいと思うんですよ。事務局に一任ではなくて。なので、それを決めませんかとい

う提案です。あの事務局に今考えていただいてる内容を…… 

〇吉田議長 吉村議員。 

〇吉村議員 図書館建設のときも、文化会館でやったときに一応１時間半の予定でやったんですけ

ども、意見が集中して、結局延長して、２時間で切ったんかな。いうぐらいだったので、それ

ぐらいでしとったらいいんじゃないの。１時間じゃちょっと早過ぎるやろうし。するんやった

ら。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 １時間半でしますか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあ２時から、一応３時半の予定と。片づけが３０分、二、三十分取っていれば大

丈夫なので、４時には解散と。議会としてはですね。 

それでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあ４番、５番を外して、質疑応答というところをつくって、次第のほうはつくり

たいと思いますが、それでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあ、ここについては、これについてはこれで終わります。いいですかね。 

鷹野議員。 
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〇鷹野議員 この件に関しては、議会からの説明をするっていうことに関してはいいんですけど、

私が以前言った、執行部に対して説明するように要望するということを言ったんですけど、二

元代表制ということもあるんですけど、執行部はどう考えているか、やっぱり並行してやるほ

うが一番住民にとってもいいかなというふうに思うんですけど、その点はどうなったんかなと

思いまして。 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 要望書は出されたんですよね。 

〇吉田議長 出していると思います。出していると思います。私は議会宛てに来た要望書しか見て

いないものですから、執行部に行っているかどうかは分かりません。 

（「じゃなくて、議会から執行部に対して」と言う者あり） 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 先の全協で、要望書も、要請書、議会からの要請、要請をするということで、併せて

この説明会という話になったと思うので、その要請書がいつ出されたのか、確認していただき

たいと思います。 

〇吉田議長 いやいや、住民からの意見を聴いて、それで要請をしていくいうことでしょう。こっ

ちから要請はだって何も今ないじゃないですか。住民からの意見を聞いて要請っていうことじ

ゃないですか。要望はだって我々から要望はないでしょう。 

土居局長。 

〇土居事務局長 ただいま石川議員から御質問があったのは、執行部に対して、愛南町議会として

要請書の書面を出したかどうかいうことですよね。そちらについては、書面ではまだ出してお

りません。 

以上です。 

〇吉田議長 石川議員。 

〇石川議員 先の全協で、この要請書は出すということになっとったと思いますけど、それはいつ

出されるんですか。 

〇吉田議長 いやそれはまだ話合いしていないでしょう。 

〇石川議員 いやいや、しましたよ。決も。何を言いよるんですかもう今頃。 

（「議長」という声あり） 

〇吉田議長 ちょっと待ってください。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 吉村議員。 

〇吉村議員 この間あれしたのは、私がたまたま意見言ったんですけども、議会は議会として、そ

して議会から行政に対して、執行部に対して、書面やなくて、要請を、こういうあれで決まっ

たいうことの要請をすると。そういう二本立てでということで、この間決まったんやったね。 

〇吉田議長 だから、取りあえず日時等決まってないので、今日決まったので、これについてはじ

ゃあ要請、要請をすればいいわけですね。書面じゃなくてね、口頭で執行部のほうには伝えて

おきます。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 鷹野議員。 

〇鷹野議員 私が言いよんのは、町の執行部側から町民に対して、説明いうか、同じ文書が来とる

らしいので、住民から、要望書やないけど説明会を開くようにっていうのが来とるので、我々、

行政側は説明しないという回答があったので、それはあれだから、議会側から執行部に対して、

説明会なり町民に説明するよう要請するということをこの間決定したと思うんですよ。 

〇吉田議長 すみません、流れはそういう流れで、じゃあ、まあ…… 

（発言する者あり） 
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〇吉田議長 分かりました、分かりました。今日の皆さんの意見を聞いて、執行部のほうに私のほ

うで要請をしておきます。 

   石川議員。 

〇石川議員 それはやっぱり口頭ではなくて、やっぱり文書で正式に出すべきだと思います。 

〇吉田議長 という意見がありますが、どうしますか。 

   尾崎議員。 

〇尾崎議員 正式な公文書で、議長名で、議会として開催を要望するということで、あとは町が判

断することなので、いずれもやっぱり公文書をもってやるほうが重きがあるので、それぜひや

っていただきたいと思います。 

〇吉田議長 それはじゃあそういう形でじゃあ出しておきます。 

ほかにありますか。 

田中議員。 

〇田中議員 すいません、これ、たくさんの方に来ていただきたいんですけど、どういうふうに告

知していくかっていうのっていうのは、何か決められているんでしょうか。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 土居事務局長。 

〇土居事務局長 ただいまの田中議員の御質問なんですが、本日が２月５日です。１０日後に報告

会を開催予定としております。 

現在考えられる告知方法といたしましては、もうホームページ、ＣＡＴＶのＣＭ、防災行政

無線、この３つの手法は可能です。ただ、各行政区、地区への回覧文書等はもう既に配布され

ておりますので、そちらの回覧文書に載せることは難しいです。 

あとそのほか何か御提案等ありましたらお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

〇吉田議長 ほかにありますか。 

金繁議員。 

〇金繁議員 町のＬＩＮＥがありますよね、何百人か登録している。ＬＩＮＥにも載せてもらった

ら、ね、即時に情報が伝わるので、いかがでしょうか。もちろん議員個人もね、ラインなりで

じゃんじゃか広報していただきたいとこです、するべきだと思いますけど。 

〇吉田議長 土居局長、ＬＩＮＥは大丈夫ですか。 

   土居局長。 

〇土居事務局長 御提案ありがとうございます。町のＬＩＮＥとあと、Ｆａｃｅｂｏｏｋもありま

すので、その辺りも追加して、ＳＮＳ等は、活用できるものはできる限り活用したいと思いま

す。 

〇吉田議長 ほかに。 

石川議員。 

〇石川議員 ケーブルテレビと防災無線の告知の頻度ですよね。いつから。 

〇吉田議長 土居事務局長。 

〇土居事務局長 告知については、原稿つくってが今からになりますので、何回ぐらいということ

は、防災行政無線については総務課、ＣＡＴＶについてはＣＡＴＶ様のほうと御相談にはなり

ます。できる限り回数は増やしていただきたいところでありますが、ほかの告知もありますの

で、その辺りは相談させていただいてからということになります。 

以上です。 

〇吉田議長 じゃあ速やかにそこは検討して、なるべく多くの方に来ていただくように告知をして

いきます。 

ほかに。 
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金繁議員。 

〇金繁議員 先ほどの石川議員の提案の時系列、つくっていただくことになって私も賛成なんです

けど、その中に、この説明会を開くようになった経緯として、町民の有志の方たちから開いて

くださいという要望書が出されたということも入れていただきたいのと、それからその要望書

の内容ですよね、と、それから議会として町民の方たちに回答書を出していると思うんですけ

ど、その回答書の情報共有も、議会の中でもまだちょっとできていないかとは思うんですけど、

町民の方たちにも出す、出したほうがいいんじゃないかなと思います。 

町民の方の要望書に添付されていた、６４２名ですかね、の回答のサマリーというかまとめ、

簡単なまとめとかが添付されていたみたいなんですけど。そういうものも合わせて町民の方に

共有していただけるといいんじゃないかと思います。 

もちろんその、提出された方の同意が要るかもしれないんですけど、今日来られているので、

同意を得れば、ぜひ町民の皆さんも知りたいことだと思いますし、私たち議会が知り得ている

情報ですので、それも資料として私は出すほうがいいと思います。 

〇吉田議長 今、金繁議員からそういう提案がありました。これについてはどうしますか。皆さん

の意見を言ってください。町民の要望書を出すか出さないか。回答書を出すか出さないか。 

石川議員。 

〇石川議員 それは告知にそれを載せるということですか。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 告知ではなくて、この議会説明会の中での資料ですね。 

〇石川議員 参考資料。 

〇金繁議員 資料というか、一応、資料出すことになっていますけれども、そこに、私たちが得た

資料というのは全て出すというのが原則ということを話しましたので、このアンケート、要望

書についても私たち頂いているわけですから、資料として当然入れるべきではないかという意

見です。 

〇吉田議長 山本議員。 

〇山本議員 私も、要望書を頂いたっていうのは大事なことなので、それを資料として出すってい

うのはいいかと思います。 

ただ、このアンケートの内容っていうのは、私たちが行政から頂いた情報ということではな

いので、この場でふさわしくないのではないかなあと思います。でも要望書をね、頂いたから

この会ができますよっていうのは大事なことなので、それは情報としてあったほうがいいと思

います。 

〇吉田議長 ほかに。意見ないですか。 

嘉喜山副議長。 

〇嘉喜山副議長 私は、もう時系列に表示しただけでいいんじゃないかなと思います。そこまで、

知らせるよりも、そういう要望はあったことは事実なので、それだけで十分だと私は思います。 

以上です。 

〇吉田議長 じゃあ冒頭で私のほうから、こういう町民から、みんなでつくる愛南町の会から要望

書があり、議会としてこういう回答をして今回の開催に至りましたということで説明をする形

でよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあそれはそういう形を取ります。 

ここについて、ほかに何かありますか。なければこれで決定したいと思います。 

これは今日で決定ですからね。あくまでも今日で決定なので、これから速やかに準備をして

いきます。よろしくお願いします。 

それでは、その他のところで少し、ハラスメント防止条例の件について、土居局長のほうか
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らお願いいたします。 

土居局長。 

〇土居事務局長 御協議いただきましてありがとうございます。 

念のため、再度確認だけさせてください、先ほどの分。 

まずタイトルなんですが、南宇和高校学生寮建設に関する報告会でよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇土居事務局長 次第の内容は、開会の言葉、議長挨拶、内容説明、質疑応答、意見交換で、閉会

でよろしいですかね。 

（「はい」と言う者あり） 

〇土居事務局長 資料については、現在提示しているものに、学校教育課から追加があった２枚で

すかね、それも加えて、まず、それの時系列が分かる資料を追加でつくって紙ベースでお渡し

する。ムービングハウスの写真とかの資料が１１月１１日の全員協議会の資料にあったと思う

んですが、あちらについてはもう会場内のモニター等に映し出すということでよろしいですか

ね。 

（「はい」と言う者あり） 

〇土居事務局長 先ほど金繁議員から御提案があった、要望そして回答書についてはもう、紙では

配らないに決まったんですよね。 

〇吉田議長 冒頭で、開催の報告だけしますということで今決まりましたので。 

〇土居事務局長 要望書の写しであるとか、回答の写しは配らないでいいですかね。 

〇吉田議長 それは構わないと思います。 

〇土居事務局長 ありがとうございます。念のため確認させていただきました。 

〇吉田議長 金繁議員。 

〇金繁議員 事務局長ありがとうございます。そこの紙で要望書、回答書は入れないということな

んですけど、時系列のところに、せめてポイントだけでも入れていただきたい。 

確かに行政から頂いた情報ではありませんけれども、前回の全協で話合ったように、やはり

ね、岡議員もおっしゃられていました、６４０人ものたくさんの町民の方たちから頂いた意見

だから、今、議会が行っている地区の説明会では駄目なんじゃないかという経緯があって、今

回の単独の、これに特化した説明会を行うことになりましたので、やはり私たちの意思決定の

過程を、透明性を持って説明するという議会の責務からすると、せめて要点をそこに入れてい

ただけたらと思います。 

〇土居事務局長 分かりました。 

それでは、その他のほうで、前回、議員全員協議会のほうで皆様、議員全員の皆様に御共有

いたしました、愛南町議会ハラスメント条例の今の状況について御説明させていただきます。 

議員の皆様に御共有した後に、法令の審査窓口である総務課のほうに、条例の体裁とか内容

について、今、審査のほうを出しております。その中で、一点ちょっと疑義が今ございまして、

今回の条例のところの第４章ですかね、審査会に関する条文を今設けております。ただ、議会

については、執行機関ではないため、地方自治法に規定いたします附属機関は設置できません

ということで、それは、この審査会について附属機関以外、例えば諮問機関とか、そういうこ

とで設置は可能かどうか、また、設置可能であればその審査会に関する委員さんへの報酬にな

るのか報償費になるのか、まだ方針が、回答は来ておりませんが、そちらの２点が今、総務課

のほうから疑義がありまして、法令の審査をする民間の会社のほうに今、質問を投げかけてい

るような状況でございます。こちらについてはまだ回答のほうが選挙後になるということです

ので、そちらの回答待ちというふうになっております。 

あと、条例の細かな文言の修正等は今、総務のほうから、担当者レベルのものは頂いており

ますが、大まかな内容が変わるというようなものではございません。今、状況を説明いたしま
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した審査会に関する取扱いがどうなるかというのが一番大きなところでございますので、そち

らについては、来週には回答は頂けると思われますので、今の状況を報告させていただきます。 

以上です。 

〇吉田議長 今、説明がありました。審査会に対する取扱いについて少し、多少変更がある、文言

の変更があるかもしれませんけども、これについてはどうでしょう、議会運営委員会に一任さ

せていただいて、そこで議論させていただいてよろしいでしょうか。大きな流れの変更ありま

せんので。それでよろしいですか。 

（「はい」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあそれは一任させていただきます。 

その他のその他、何かありますでしょうか。事務局、ないですか。 

なければこれで終わりますが、皆さんのほうから何かありますでしょうか。よろしいですか。 

石川議員。 

〇石川議員 前回の全協の続きなんですけど、課題として一点だけ上げさせていただいて。 

   議長の発言で、１点目は、ハラスメント防止条例の中ではちょっと言ったんですが、２点目

は、議長から、自ら意見を言って、議論が混乱している局面が、前回もそうなんですけど、非

常に多いなというふうに感じています。議事進行に集中していただいて、持論は持論として、

この会議の席で持論を言われると、Ａという議論とＢという議論がされている中で、議長がま

た自らの持論を持ち出して議論しますと、議事が混乱してしまっているということになってい

ると思います。だからその辺りは、議事の整理と進行をきちっとやっていただきたいなという

要望でございます。 

〇吉田議長 石川さんが言われた前回の件ね。今日はその分でなるべく、私の持論は今日言ってい

ないと思います。議事進行についてはそういう形でしますので、この前要望を聞きましたので、

それは改めてやっていきますので、またもし注意事項がありましたらまたそれを指摘していた

だければ。今日は全然その私的な意見も言っていませんし、意見をまとめてやるということで

徹しておりますので、そこは今後気をつけていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

ほかに。 

金繁議員。 

〇金繁議員 私からは、３月議会が終わった日に、理事者側と議会議員たちとの、酒席というか懇

親会がされる予定だと。一応３月と６月にするということでね、議長のほうが言われてはいら

っしゃったので、今のところやる予定だと思うんですけれども、そこでちょっと提案なんです

けど、やはりお酒を飲めない人もいて、毎回飲み放題５，０００円ということでなっているん

ですけど、飲めない人、それからこういう仕事絡みではお酒を飲まないことにしているってい

う人も結構、議員だけではなくて課長さんの中にもいらっしゃるということで、将来的には飲

み会ではなく懇親会を別の形、ランチなり何かお茶会なり、何か別の方法を考えていただきた

いんですけど。すぐにはできないということであればせめて今回は、お酒を飲む人は、例えば

ですよ、例えばお酒を飲む人は６，０００円、飲まない人は４，０００円とか、そういうふう

にしていただけると、課長さんたちもうれしいという声も実際聞いていますし、私もそうなん

ですけど、議員の中にもそういう方もいらっしゃるので、公平性、それからね、いうことから

も、ぜひそれを御検討いただけたらということを提案します。 

よろしくお願いします。 

〇吉田議長 それについてはじゃあ議運でもさせていただいて…… 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 いやいや、もうそこまで言われたら、したらいいんじゃないですか。 

（発言する者あり） 

〇吉田議長 じゃあ聞いて、議運でもちょっと相談してみます。 
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ほかにありますか。 

（「いいです」と言う者あり） 

〇吉田議長 じゃあ長々とすみません、これで終わりにしたいと思います。今日決定した事項につ

いてはじゃあよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

 

議長 

 


